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１．議論の背景



背景・趣旨

 本委員会では、送配電（ネットワーク）を取り巻く環境変化として、①再エネ大量導入
への対応、系統電力需要の減少、送配電網の高経年化といった課題の顕在化と、②
デジタル化を始めとしたテクノロジーの進展による新たな可能性の拡大、へ対応すべく、託
送料金制度の見直しの検討を開始し、
 抜本的な制度改革についてはしっかりと、課題整理を行いつつ、
 短期的には、現行制度下で対応できるものについて検討していく

こととしてきた。

 とりわけデジタル化への対応については、配電NWのスマートメーターデータの利用・拡大
に焦点を当て、その活用ニーズ等を踏まえながら、必要な制度や解釈の見直し、明確化
等を図ることを目指し、検討を深めていくとしてきたところ。

 また、電源の分散化や技術革新等の環境変化を踏まえた、柔軟な電気計量制度・運
用の在り方を求める声も出始めている。

 このため、これまでの本委員会での議論の内容を踏まえ、本日は、スマートメーターデータ
の活用及び電気計量制度に係る論点について、御議論いただきたい。
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（参考）スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けて

 デジタル技術が飛躍的に発展する中、一般送配電事業者の保有するスマートメーターデータ
（各需要家の電力使用量30分値）を活用し、より効率的に電気事業を行ったり、新たな
事業を創出したりすることへの期待が高まっている。

 他方、個々の需要家の電力使用量情報は個人情報に該当し（需要家が法人の場合は
競争情報の可能性）、その保護に万全を期す必要があるほか、電気事業法上、一般送配
電事業者は、「電気の使用者に関する情報」の目的外利用を禁じられている。

※電気事業法第23条は、「電気の使用者に関する情報」を託送業務等の目的以外で利用することを禁じている。

 このため、スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けては、個人情報保護の担保を
大前提としつつ、活用のニーズや効果、データ加工のコスト等とのバランスを踏まえ、将来の
国際展開も視野に入れながら、必要なルール整備を図ることを目指し、検討を深めていくこと
としてはどうか。

スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けた主な論点（例）

〇対象データ
個人情報保護の担保を大前提としつつ、どのような粒度（ex. 市町村単位）や属性のデータについて、具体的にどのような活用

ニーズがあり得るか

〇データの利用・提供方法
独占事業としての一般送配電事業の位置付けを踏まえつつ、自らデータを利用する場合と第三者に提供する場合のルールをどのよ

うに定め、どのように第三者の利用ルールを定めるか

〇費用・収益の扱い

データの加工費用やデータ利用・提供から生じる収益について、託送料金制度上、どのように扱うか
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第９回電力・ガス基本政策小委員会
資料８(2018.5.18)



（参考）これまでの御議論(スマートメーターのデータ活用)

＜第９回電力・ガス基本政策小委員会：2018年5月18日＞
 今回のデジタル技術の活用、データの活用といった点につきましては、ほかの業種との連携も含めまして必然の流

れだというふうに理解しております。ここを規制があるからということでとめてしまうのではなくて、ぜひ推進できるよう
に環境の整備と障害となるものの既存の規制見直しといったような形で進めていただければと思っております。
（村松委員）

 電力を供給する人と、それから例えばサービスを提供する人が異なるケース。例えば省エネサービスについて、電
力を提供したいけれども、省エネサービスを電力供給先以外 の全体に提供したい というケースについて発言します。
この例で出ている高齢者見守りサービスということを活用したいという人は、多分電力を供給していない人がそうい
うサービスを考える人も出てくる。ということで、電力を供給する人はスマートメーターにアクセスできるんですけれど
も、それ以外のいろんなサービスにこれを活用したいとしたときに、どういうふうな課題があって、いろんな議論がある
ように、いろんなセキュリティーも必要だと思うんですけれども、ぜひそれがそういうサービスを考える上で支障になら
ないように、あるいは活用しやすいようなスマートメーターの活用の仕方というのを検討してほしいと思います。（武
田オブザーバー）

 マスとして出すからいいんだということでも必ずしもなくて、多分これはいろんな観点から、どういうふうなデータの切り
取り方だったらいいのかというのは議論されるべきなんだろうと。（大橋委員）

 スマートメーターのデータの活用のところでいろいろ想定されてあったんですが、これは想定なので、きっと可能性は
非常にたくさんあるわけですよね。統計情報に最後していく段階でも、大きさを町丁目な のかメッシュな のか。また、
メッシュの規模も可能性があって、その際の活用が逆側に行ってしまうこともあるので、これはかなり細かく検討をお
願いできればと思いました。（村木委員）
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２．スマートメーターのデータ活用について





データの提供に関する課題

 ①個人情報については、個人情報の保護に関する法律上、第三者へ提供するにあたり、
個人データの第三者への提供を認める旨の本人の同意が必要。

 ②匿名加工情報については、個人情報の保護に関する法律施行規則第19条で定め
る基準に従い加工する必要がある。この際、加工の程度については、個人データを取り
扱う事業の内容や利用形態等によって判断されるべきものとされており、一律の基準は
存在していないことから、スマートメーターのデータの加工の程度について整理が必要。

 ③統計情報については、特定の個人との対応関係を排斥するまで統計処理すれば、個
人情報の保護に関する法律上は提供可能。

 以上を踏まえ、本日は、まずは③統計情報に焦点を当て、そのデータ提供の在り方につ
て検討を行う。
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「統計化」したスマートメーターデータの電事法等との関係整理

 本委員会では、データ利用に当たり、個人情報保護法や、電気事業法における「情報の目的外
利用の禁止」規定も踏まえ、課題を整理・検討するとしてきた。

 この点、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、個人情報保護法における
「個人に関する情報」に該当するものではない（ 個人情報保護法ガイドライン（匿名加工情報
編））ため、その利用や提供に際し、需要家からの同意取得は不要である。

 また、電気事業法第23条第1項第1号の規定の趣旨は、一般送配電事業者が、ある小売Aの
需要家情報等を、本来の目的とは異なる目的で他の小売Bへ提供すること等は、競争条件の公
平性の確保の観点から問題であるため、これを防止するものである。

 これらを踏まえれば、「統計情報」については、その情報を公平・透明な形で利用又は提供する限
り、同号が想定する競争条件の公平性確保の観点から問題となる情報には当たらないと考えられ
ることから、電気事業法との関係でも問題にならないと整理することが適当と考えられる。
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電気事業法
（禁止行為等）
第二十三条 一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者（以下「電気供給事業者」という。）及び電気の使用者に関する情報を

当該業務及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条第五項に規定する特定契約に基
づき調達する同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

適正な電力取引についての指針
Ⅳ 託送分野等における適正な電力取引の在り方
2(2)-1-1 一般送配電事業者の託送供給等業務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止
イ 公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為

「託送供給等業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報」とは、他の事業者が知り得た場合に当該事業者の行動に影響を及ぼし
得る情報で、例えば、以下の情報及びこれらに基づき計算される情報等をいう。

① 他の電気供給事業者の電源（契約により調達するものを含む。以下同じ。）及び電源開発の状況
② 他の電気供給事業者の電源運用計画、出力配分及び作業条件等
③ 他の電気供給事業者の電気の使用者の需要動向・需要実績等
「当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供する行為」とは、例えば、当該情報を以下のような目的に利用することをいう。

① 他の電気供給事業者の経営状況の把握
② 他の電気供給事業者に対抗した電力供給の提案
③ 他の電気供給事業者の特定の需要家を特に対象とした営業活動
④ 他の電気供給事業者の需要家を自己又は自己の関係事業者に転換させ、又は他の電気供給事業者の契約変更を阻止する等のために利用すること
⑤ 電力市場において自己又は自己の関係事業者に有利な取引結果を現出させるために利用すること





情報の提供主体のあり方

 スマートメーターから取得される情報は、一般送配電事業者のメーターデータマネジメント
システム（MDMS、運用管理システム）へ蓄積され、一般送配電事業者において、個
人情報保護法を遵守しつつ当該情報の管理に努めているところ。

 このため、本情報を統計化して提供する等については、既存システムや業務との親和性
や、情報保全の観点から、一般送配電事業者において、前述のニーズを踏まえて行うこ
とが適当ではないか。

 この際、MDMSからデータを吐き出し加工する場合、一般送配電事業者において、シス
テム構築等のためのコストを要することも踏まえた検討が必要となると考えられる。
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スマートメーターから一般送配電事業者にデータが集まるシステム全体像



「統計化」されたスマートメーターデータの利用・提供促進の更なる論点

 今後、このようなデータ活用を進めていくに当たっては、例えば以下の論点が考えられると
ころ、次回以降、更に検討を深めていくこととしたい。
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スマートメーターデータの利用・提供の拡大に向けた主な論点（例）

〇対象データ

個人情報保護の担保を大前提としつつ、具体的なデータニーズを踏まえ、利用・提供するデータの粒
度（ex.郵便番号単位、市町村単位、500mメッシュ単位）、頻度（ex.1日単位）、期間（ex.1
年）、情報付加等をどう設定するか。

〇データの利用・提供方法

データへのアクセス方法や統一的なデータ提供フォーマットを如何に整備するか。また、提供先にとって
公平性かつ透明性を如何に担保するか。

〇費用・収益の扱い

前述のとおり、データの加工、提供に当たっては、費用・収益が発生するところ、費用負担の在り方及
び収益の取扱いについてどう考えるか。



３．電気計量制度・運用について



 近年、PVを始めとした再エネ・分散型電源の普及拡大に伴い、発電側の電力計量箇所
も拡大（※）。また、１電源線に複数電源・蓄電池等がぶら下がり、各電源は別の者に
売電したいケースが広がるなど、ビジネスモデルが広がっている。

（※）一部では特定計量器の設置が不要な時間単位での取引（ex.携帯の充電サービスモデル）なども行
われており、このような時間での取引は計量法の対象外。

 また、IoT技術やエッジコンピューティングといったテクノロジーの進歩により、例えばアグリゲー
タの指令に基づき需要家の消費機器毎にデマンドコントロールをし、指令に応じた分の対
価を需要家が得るビジネスなど、需要側においても新たなビジネスモデルが広がりつつある。

 こうした新たなビジネスにおいても、電気の取引を行う際には、計量法に基づく特定計量器
による電気計量が必要であるが、より柔軟な電気計量制度のあり方を求める声が出始め
ている。

 このため、本日は、上記のようなビジネス環境変化を踏まえた電気計量制度・運用の在り
方について、御議論いただきたい。
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電気計量を取り巻く状況変化 分散型電源、技術革新、新ビジネス
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（参考）計量行政審議会 「今後の計量行政の在り方－次なる10年に向けて－」

（引用）平成28年11月に計量行政審議会答申「今後の計量行政の在り方－次なる10年に向けて－」関連資料





 スマートメータ―の導入等に伴い、取引量を遠隔で検針するニーズが拡大。

 他方、計量制度上、「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量を
行い、その計量の結果が契約の要件となる計量であると位置付けられている。

 このため、電気計器の使用者が、直接当該電気計器の表示機構により確認を行うことに
替え、遠隔検針を行うこと等は、計量法及び同法の関係法令により制限されるものではな
い旨の解釈の明確化が行われてきた。

現行の計量制度上、実施可能な計量の在り方① －遠隔検針－
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■計量法第２条第２項
この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を（略）いう。

■計量法関係法令の解釈運用等について（平成30年4月 計量行政室）
法第２条第２項に規定する「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の

結果が契約の要件となる計量をいう。

■電気の取引又は証明に係る遠隔検針及び時間帯別契約における計量値表示の取り扱いについて
（平成18年3月31日 電力・ガス事業部長）（平成24年6月21日、平成28年3月31日改正）

電気計器の使用者が、直接当該電気計器の表示機構により確認を行うことに替え、遠隔検針を行うこと及び遠隔検針によって確認された計量値を用いて電
気に係る取引又は証明（略）を行うことは、計量法及び同法の関係法令により制限されるものではない。



 また、スマートメータ―を用いることにより、技術的に、時間帯別の電力量に応じた料金設
定を行うことが可能となる。

 しかしながら、前頁のとおり、計量制度上、「取引」における計量とは、契約の両当事者
が、その面前で、計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量であると位置付け
られているところ、この場合、時間帯別の電力量を面前で計量する表示機構の必要性に
ついて、解釈の疑義があったところ。

 このため、こうした運用についても、原則としての取扱いを明らかにしつつ、電気の使用者が
あらかじめ了解している場合にあっては、例外的に、電気計器等による時間帯別計量値の
表示は要さないとの整理が行われてきた。

現行の計量制度上、実施可能な計量の在り方② －時間帯別契約－
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■電気の取引又は証明に係る遠隔検針及び時間帯別契約における計量値表示の取り扱いについて
（平成18年3月31日 電力・ガス事業部長）（平成24年6月21日、平成28年3月31日改正）

電気の供給を行うにあたっては、電気の使用者の利益の保護の観点から、供給契約の内容に応じて適切であり、かつ正確な計量値を、使用者が容易に確認
できることが望ましい。

したがって、時間帯別契約において遠隔検針を導入する場合においても、原則として、電気計器（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第
７０号）第１２条に規定される分離することができる表示機構を有するものを含む。以下同じ。）であって、検定証印等が付されたもの（当該検定証印等の
有効期間が経過していないものに限る。以下「電気計器等」という。）を用いて、時間帯別ごとの計量値（以下「時間帯別計量値」という。）を表示することに
より、電気の使用者が当該時間帯別計量値を正確かつ容易に確認できるよう配慮を行うことが望ましい。

ただし、時間帯別計量値の遠隔検針による確認結果を電気取引等に用いること、及び電気計器等による時間帯別計量値の表示は行わないことについて電
気の使用者が予め了解している場合にあっては、当該遠隔検針を行う者が時間帯別計量値及びその計量結果の正確性の確保に十分配慮しており、かつ使用
者に対して当該計量結果が適切に通知されるなど、電気計器等による時間帯別計量値の表示がなくとも使用者が当該結果を正確かつ容易に確認できる限り
において、電気計器等による時間帯別計量値の表示は要さないと考えられる。









 上述のとおり、環境変化に応じ、解釈の在り方についても、少しずつ見直しが行われてきて
いるが、分散型電源の普及や技術革新に伴い、更なるビジネスニーズも生まれつつある。
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電気計量に関する新たなニーズ例（今後の検討課題）

ニーズ１．新たなビジネスの実現・計量コストの削
減①
 今後、消費機器毎に電力消費をコントロールするサービ

スも考えられるが、消費機器毎の特定計量器の設置
は、①法定の特定計量器はサイズは大きく消費機器
への取り付けは外観・構造上困難、 ②数が多くコスト
高、なことから、難しい。

 他方、家電がスマート化する中、消費機器毎に電力消
費量をコントロールする省エネサービスや、電力P2Pとし
て余剰電力等を直接取引するサービスなどが出てきて
いる。こうした中、計量器自体のコストや係る工事費な
どは大きくならざるを得ないのではないか。

ニーズ２．より円滑・低コストなビジネス実証の実施
 例えば、電力P2P取引等の技術的実証について、取引

の当事者間における「無償」での電気のやり取りであっ
ても、法定単位である電力量の証明を行う場合は、
特定計量器をつける必要がある。

 こうした実証段階であって無償のケースにおいては、より
柔軟な対応ができないか。

ニーズ３．計量コストの削減②
 分散型電源が拡大する等に伴い、計量箇所が拡大し、計量コ

ストも増大している。
 例えば普通充電器を自宅に設置する場合、宅内負荷への配

線を分岐させ、普通充電器側に配線することになるが、この際の
計量器の工事等がかなり高くなる。

 仮に系統側と宅内側の計量器の差分値で算出することとし、
普通充電器側には計量器は付けなくともよいとなれば、コスト
削減につながり、より普通充電器導入が進むのではないか。

ニーズ４．計量コストの削減③
 新たなデマンドコントロールサービスなどが広がりつつある中、例え

ば消費機器毎の計量値を、計量器による表示ではなく、スマート
フォンを用いてスマートフォン上で表示するなどの対応ができない
のか。

ニーズ５．計量コストの削減④
 2019年にFITが切れる住宅用PV10kW未満に続き、全量買

取制度下のFIT電源も非FIT化が起きる（太陽光の高圧全
量売電の場合は2032～）。こうした電源にとっても、差分計量
が認められれば、計量コストの削減に繋がりうる。



 前頁のようなニーズを踏まえれば、計量制度について以下のような論点が考えられる。今後、更に幅
広くニーズを集めつつ、これらの課題の整理を行っていくこととしたい。

 また、本日整理してきたように、計量制度上の現行の解釈を前提とし、これを応用していくことにより、
一定の条件の下、現行制度上も可能と考えられる計量の在り方もあると考えられる。

 このため、電気計量について、今後、具体的な事例を集め、それぞれのケースに応じた計量制度上
の考え方を整理し、取りまとめて公表していくこととしてはどうか。
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今後足下で議論する論点の例

１．面前計量

 計量法上、「正確な計量」を担保する取引における「計量」とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用い
て計量をするとしている。

 この点、既に遠隔検針が認められている一方、表示機構を有することが計量法省令上、求められている。前頁
「ニーズ４」のような事例を踏まえ、遠隔での表示について、メリット・デメリットを踏まえ、これをどう考えるか。

２．差分計量

 差分計量については、住宅余剰太陽光10kW未満についてはこれを可能とする整理をしてきた一方、その他の
ケース(例えば前ページのニーズ３、５）においてもそのニーズが高まってきている。差分計量のメリット・デメリットを
整理しつつ、これをどう考えるか。

３．更なるニーズ収集・分析

 前頁のような事例に加え、電気計量制度に係るニーズを幅広く収集・分析し、実態・課題の分析を進めていく。


